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(57)【要約】
　一時的に接続される２台の機器（１０、１２）間に無
線接続をセットアップするためのシステムは、第１の無
線通信識別子を備える第１の端部（１９）および第２の
無線通信識別子を備える第２の端部（２１）を有する機
器インターコネクタ（１４）と、第１のインターコネク
タ嵌合部（２３）、第１の無線通信装置（２８）、およ
び第１の読取装置（２６）を有する第１の機器（１０）
と、第２のインターコネクタ嵌合部（３１）、第２の無
線通信装置（３４）、および第２の読取装置（３２）を
有する第２の機器（１２）とを含む。各機器の無線通信
装置は、機器インターコネクタが対応する嵌合部に連結
される際に対応する読取装置によって読み取られる識別
子を受け取るように構成されており、且つ他方の無線通
信装置と一緒に、２台の機器間に無線接続をセットアッ
プする際にこの識別子を用いるように構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一時的に接続される２台の機器（１０；１２）間に無線接続をセットアップする方法で
あって、前記機器（１０；１２）の一方において、
　前記機器のインターコネクタ嵌合部（２３；３１）に機器インターコネクタ（１４）の
一端部（１９；２１）が物理的に連結したことを検出するステップ（４３；５７）であっ
て、前記機器インターコネクタ嵌合部が、無線通信識別子（Ｉ１；Ｉ２）を含む識別デー
タセットを備え、前記インターコネクタの、他方の機器への連結のために設けられた他方
の端部が、もう一つの無線通信識別子を含むもう一つの識別データセットを備えるステッ
プと、
　連結が検出された前記機器インターコネクタの前記端部の前記無線通信識別子を読み取
るステップ（４４；５８）と、
　前記一方の無線通信識別子を使用して、前記他方の機器と共に、前記他方の機器との専
用双方向無線接続（Ｗ）をセットアップするステップ（４６；６０）であって、前記接続
のセットアップに際して前記他方の機器が前記他方の無線通信識別子を使用するステップ
と、
　前記無線接続を介して前記他方の機器とデータを交換するステップ（５０、５５；６２
、６８）と
を含む方法。
【請求項２】
　前記機器インターコネクタが前記２台の機器間である量の物理エンティティを移送する
ためのケーブルであり、前記無線接続を介して交換される前記データが前記移送の制御に
使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線接続上で交換される前記データが、前記移送に関連した支払いに使用されるデ
ータを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記量が電力である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記量が流体である、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信識別子が同じものである、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　各識別データセットが暗号鍵を含み、前記対応する識別データセットの前記暗号鍵を使
用して前記無線接続上のデータを暗号化するステップをさらに含む、請求項１～６のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記機器の一方が車両であり、前記他方の機器がエネルギー供給ポストである、請求項
１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　一方の機器が電動式設備であり、他方の機器が配電箱である、請求項１～７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１０】
　一時的に接続される２台の機器間に無線接続（Ｗ）をセットアップするための機構であ
って、前記機器（１０、１２）の一方を備えており、前記機器（１０、１２）の一方が、
　機器インターコネクタ（１４）の第１の端部（１９）および第２の端部（２１）の一方
を受けるためのインターコネクタ嵌合部（２３；３１）であって、前記受けられる端部が
、無線通信識別子（Ｉ１；Ｉ２）を含む識別データセットを備え、他方の端部が、前記受
けられる端部の無線通信識別子（Ｉ１；Ｉ２）に関連したもう一つの無線通信識別子（Ｉ
１；Ｉ２）を含むもう一つの識別データセットを備える、インターコネクタ嵌合部と、



(3) JP 2013-521681 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

　前記機器インターコネクタが前記インターコネクタ嵌合部に連結されると、前記受けら
れる端部の前記無線通信識別子を検出するように構成された読取装置（２６；３２）と、
　前記読取装置によって読み取られる前記無線通信識別子を受け取り、前記一方の無線通
信識別子を使用して、前記他方の機器と共に、前記一方の無線通信識別子を使用して、前
記他方の機器との専用双方向無線接続（Ｗ）をセットアップするように構成された無線通
信装置（２８；３４）であって、前記２台の機器間の前記接続のセットアップに際して、
前記他方の機器が前記他方の無線通信識別子を使用する、無線通信装置と
を含む機構。
【請求項１１】
　前記機器インターコネクタ（１４）をさらに含む、請求項１０に記載の機構。
【請求項１２】
　前記一方の機器が、前記無線通信装置を制御するように構成された制御装置（３０；３
６）をさらに含む、請求項１１に記載の機構。
【請求項１３】
　前記一方の機器が輸送手段（１０）である、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の
機構。
【請求項１４】
　前記一方の機器がエネルギー供給ポスト（１２）である、請求項１０～１２のいずれか
一項に記載の機構。
【請求項１５】
　前記一方の機器が電動式設備である、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の機構。
【請求項１６】
　前記一方の機器が配電箱である、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の機構。
【請求項１７】
　一時的に接続される２台の機器間に無線接続をセットアップすることを可能にする機器
インターコネクタ（１４）であって、第１の機器（１０）に連結される第１の端部（１９
）と第２の機器（１２）に連結される第２の端部（２１）とを有し、前記第１および第２
の機器に前記機器インターコネクタが物理的に連結されると、前記第１および第２の機器
が、第１および第２の無線通信識別子を検出して、前記機器間に前記無線通信識別子に基
づく１つの双方向無線接続をセットアップするために使用できるように、前記第１の端部
が前記第１の無線通信識別子を含む第１の識別データセットを備え、前記第２の端部が前
記第２の無線通信識別子を含む第２の識別データセットを備えている、機器インターコネ
クタ。
【請求項１８】
　一時的に接続される２台の機器（１０；１２）間に無線接続をセットアップするための
システムであって、
－第１の無線通信識別子（Ｉ１）を含む第１の識別データセットを備える第１の端部（１
９）、および前記第１の無線通信識別子と関連した第２の無線通信識別子（Ｉ２）を含む
第２の識別データセットを備える第２の端部とを有する機器インターコネクタ（１４）と
、
－第１のインターコネクタ嵌合部（２３）、第１の無線通信装置（２８）、および第１の
読取装置（２６）を有する第１の機器（１０）と、
－第２のインターコネクタ嵌合部（３１）、第２の無線通信装置（３４）、および第２の
読取装置（３２）を有する第２の機器（１２）と
を備えており、
－前記機器の前記無線通信装置の両方が、前記機器インターコネクタが前記対応する嵌合
部に連結される際に前記対応する読取装置によって読み取られる無線通信識別子を受け取
るように構成されており、前記無線通信装置が、この無線通信識別子を用いて、前記他方
の無線通信装置と共に、前記２台の機器間に専用双方向無線接続をセットアップするよう
に構成されている
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システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、一時的に接続される２台の機器間に無線通信を提供することに関す
る。より詳細には、本発明は、一時的に接続される２台の機器間に無線接続をセットアッ
プする方法、一時的に接続される２台の機器間に無線接続をセットアップすることを可能
にする機器インターコネクタ、ならびに、一時的に接続される２台の機器間に無線接続を
セットアップするための機構およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２台の機器相互間の一時的な物理接続はいくつかの技術分野において一般に行われる。
１つの領域は、自動車のような車両といった輸送手段0における電池の充電である。これ
が関心対象となり得る別の領域は、電動式の設備に電力を提供するためのものとすること
ができる。別の例は、タンクへのガソリンや燃料油といった液体の充填である。上記その
他の事例では、機器間の両方向で追加データを伝達し合うことに利益が存在し得る。これ
は、例えば、ある量の物理エンティティが機器の一方から他方へ移送されるときに対象と
なり得、その場合のエンティティは、電気エネルギー、あるいは油やガソリンといった液
体とすることができる。そのようなデータを送る必要が生じ得る理由には多くのものがあ
る。あり得る理由の１つは経済的理由、すなわち、移送と関連付けられる経済的トランザ
クションを行うためである。あり得る別の理由は、伝送される量を制御するためである。
【０００３】
　そのようなデータは、別の有線通信を使用して、また充電の場合には電力線通信も使用
して伝送することができる。別の電線は複雑で高くつき、さらに別のコネクタを使用し、
または１本のケーブルにおいて通信線と電力線とを混合することにつながる。電力線通信
は、電圧上でデータを変調するためのさらに別のハードウェアを必要とする。これらの測
定はどちらも余計な作業を必要とし、リスクの増加も伴う。その上、電力線通信は電気が
関与する場合にしか使用することができない。
【０００４】
　したがって最善の選択は、多くの状況においては、無線接続を使用してそのような追加
データを提供することである。
【０００５】
　Ｃｙｒｉａｃｕｓ　Ｂｌｅｉｊｓは、「Ｌｏｗ－ｃｏｓｔ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ｗｉｔｈ　ｆｕｌｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」
（ＥＶＳ２４、スタヴァンガー、ノルウェー、２００９年５月１３～１６日）において、
車両の充電に関連した電力線通信の使用を記載している。この文献には無線通信も記載さ
れているが、この無線通信は、車両と充電ポストといった一時的に接続される機器間のも
のではない。
【０００６】
　無線接続を提供するときに重要なのは、それが、他の機器とではなく当該の２台の機器
間でセットアップされることである。
【０００７】
　したがって、その間で無線接続がセットアップされることを可能にするために相互接続
される２台の機器に関連して一意の識別を提供する必要が生じる。
【０００８】
　機器を識別するための技法が存在する。
【０００９】
　例えば、車両の無線接続および充電に関連して、車両を識別するための技術が存在する
。
【００１０】
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　中国特許出願第２０１２１０３１４号明細書に記載されているように、車両が無線周波
数識別（ＲＦＩＤ）タグと、充電ポストのケーブルがＲＦＩＤリーダとを装備していても
よい。充電ケーブルが車両のＲＦＩＤタグの充電ソケットに接続される際に、ＲＦＩＤリ
ーダは車両のＲＦＩＤタグを検出し、ナンバープレート情報のような車両ＩＤ関連情報を
読み取る。
【００１１】
　また、ＲＦＩＤ技術を電力線通信と組み合わせることもできる。これは、特願第２００
６２４５９８３号明細書に記載されている。この文献では、壁ソケットが電力線通信のた
めのＰＬＣモデムを組み込んでいる。ソケットは、ＲＦＩＤプラグのＲＦＩＤタグを読み
取るためのリーダも有する。
【００１２】
　米国特許出願公開第２００７／０２２１７３０号明細書には、ＲＦＩＤタグを備えるコ
ンピュータケーブルが記載されている。ケーブルソケットは、正しいケーブルがしかるべ
きソケットに確実に挿入されるようにケーブルを識別するためのＲＦＩＤリーダを備える
。
【００１３】
　しかし、これらの文献のいずれも、無線通信に使用されるべき識別子の提供に関連する
ものではない。
【００１４】
　したがって、以上を考慮すると、一時的に接続される２台の機器を、たとえそれらが相
互に知られていないとしても相互に無線で通信し合うことができるようにすることが依然
として求められている。
【発明の概要】
【００１５】
　本発明の一目的は、一時的に接続される２台の機器間で、相互に知られていないにもか
かわらず無線接続をセットアップする方法を提供することである。
【００１６】
　この目的は、本発明の第１の態様によれば、一時的に接続される２台の機器間に無線接
続をセットアップする方法であって、機器の一方において、
　他方の機器への連結のために設けられたもう一つの無線通信識別子を含むもう一つの識
別データセットを備える別の端部を有する機器インターコネクタの、無線通信識別子を含
む識別データセットを備える一端部の、一方の機器のインターコネクタ嵌合部への物理的
連結を検出するステップと、
　それの連結が検出された機器インターコネクタの端部の無線通信識別子を読み取るステ
ップと、
　読み取った無線通信識別子を使用して、他方の機器との専用双方向無線接続を、接続の
セットアップに際して他方の無線通信識別子を使用する他方の機器と共にセットアップす
るステップと、
　無線接続上で他方の機器とデータを交換するステップと
を含む方法によって解決される。
【００１７】
　本発明の別の目的は、一時的に接続される２台の機器間で、機器が相互に知られていな
いにもかかわらず無線接続をセットアップするための機構を提供することである。
【００１８】
　この目的は、本発明の第２の態様によれば、一時的に接続される２台の機器間に無線接
続をセットアップするための機構であって、それら機器の一方を備えており、当該機器の
一方が、
　受けられる端部が無線通信識別子を含む識別データセットを備え、他方の端部が、受け
られる端部の無線通信識別子に関連したもう一つの無線通信識別子を含むもう一つの識別
データセットを備える機器インターコネクタの第１または第２の端部の一方を受けるため
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のインターコネクタ嵌合部と、
　機器インターコネクタがインターコネクタ嵌合部に連結される際に受けられる端部の無
線通信識別子を検出するように構成された読取装置と、
　読取装置によって読み取られる無線通信識別子を受け取り、読み取られる無線通信識別
子を使用して、別の機器との専用双方向無線接続を、２台の機器間の接続のセットアップ
に際して別の無線通信識別子を使用するこの別の機器と共にセットアップするように構成
された無線通信装置と
を含む、機構によって達成される。
【００１９】
　本発明の別の目的は、一時的に接続される２台の機器間で、これらの機器が相互に知ら
れていないにもかかわらず無線接続をセットアップすることを可能にする機器インターコ
ネクタを提供することである。
【００２０】
　この目的は、本発明の第３の態様により、一時的に接続される２台の機器間に無線接続
をセットアップすることを可能にする機器インターコネクタによって達成される。この機
器インターコネクタは、第１の機器に連結される第１の端部と第２の機器に連結される第
２の端部とを有しており、第１および第２の機器に機器インターコネクタが物理的に連結
されると、これら第１および第２の機器が、第１および第２の無線通信識別子を検出して
、これらの機器間にこれらの無線通信識別子に基づく１つの双方向無線接続をセットアッ
プするために使用できるように、第１の端部が第１の無線通信識別子を含む第１の識別デ
ータセットを備え、第２の端部が第２の無線通信識別子を含む第２の識別データセットを
備えている。
【００２１】
　本発明の別の目的は、一時的に接続される２台の機器間で、これらの機器が相互に知ら
れていないにもかかわらず無線接続をセットアップすることを可能にするシステムを提供
することである。
【００２２】
　この目的は、本発明の第４の態様によれば、一時的に接続される２台の機器間に無線接
続をセットアップするためのシステムであって、
　第１の無線通信識別子を含む第１の識別データセットを備える第１の端部と、第１の無
線通信識別子に関連した第２の無線通信識別子を含む第２の識別データセットを備える第
２の端部とを有する機器インターコネクタと、
　第１のインターコネクタ嵌合部と第１の無線通信装置と第１の読取装置とを有する第１
の機器と、
　第２のインターコネクタ嵌合部と第２の無線通信装置と第２の読取装置とを有する第２
の機器と
を含み、
　各機器の無線通信装置がどちらも、機器インターコネクタが対応する嵌合部に連結され
る際に対応する読取装置によって読み取られる無線通信識別子を受け取るように構成され
ており、当該の無線通信装置が、この無線通信識別子を用い、他方の無線通信装置と共に
、２台の機器間で専用双方向無線接続をセットアップするように構成されているシステム
によって達成される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明はいくつかの利点を有する。本発明は、２台の機器が相互に知られていないとき
に、どのようにして確実に正しい２台の機器が無線で接続されるようにすべきかの問題を
解決する。またこれは、たとえこれらの機器の無線通信装置によってカバーされる範囲内
に多くの類似の機器がある場合でさえも可能である。また本発明は、ユーザにとって使い
易くもある。無線接続は、機器インターコネクタが２台の機器に連結される際に自動的に
セットアップされる。これは、電気自動車の充電のような日常の使用のための用途におい
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ては特に重要である。本発明は、大量低コスト生産の標準的な構成部品を用いることがで
きるため、低コストで提供することができる。また本発明は多用途でもあり、多様な用途
において使用することができる。
【００２４】
　本発明を、以下で添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】電気ケーブルの形の機器インターコネクタを介して相互接続される２台の機器、
すなわち車両と充電ポストとを概略的に示す図である。
【図２】図１の充電ポスト、ケーブルおよび車両を含む充電スタンドの概略を示すブロッ
ク図である。
【図３】ケーブルの第１の端部における第１の情報担体の内容を概略的に示す図である。
【図４】ケーブルの第２の端部における第２の情報担体の内容を概略的に示す図である。
【図５】車両において行われるいくつかの方法ステップを概略的に示すフローチャートで
ある。
【図６】充電ポストにおいて行われるいくつかの方法ステップを概略的に示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下において、本発明による、一時的に接続される２台の機器間に無線接続をセットア
ップする方法、一時的に接続される２台の機器間に無線接続をセットアップすることを可
能にする機器インターコネクタ、ならびに一時的に接続される２台の機器間に無線接続を
セットアップするための機構およびシステムの好ましい実施形態の詳細な説明を行う。
【００２７】
　２台の機器相互間の接続は、様々な領域において関心対象となり得る。そのような領域
の１つが、例えば輸送船の電池の充電のような、電力伝送の分野におけるものである。
【００２８】
　多くの輸送船が、今日、その推進機構に動力を供給するために電気を使用している。今
日では、例えば、その電池を充電させるためのエネルギー供給ポストまたは充電ポストに
プラグを差し込むことができる電気自動車などがある。しかし、充電することのできる船
舶は車両だけに限定されず、船やボートのような別の種類の船舶もそのような充電を用い
得る。
【００２９】
　電池を充電するための電力伝送の過程においては、電力の伝送に関する経済的トランザ
クションを可能にするデータといったデータを伝送する必要が生じ得る。伝送が有利とな
り得る別の種類のデータは、充電制御データ、すなわち、充電を制御するのに使用される
データならびに安全関連のデータである。
【００３０】
　そのようなデータを伝送するための１つの簡単で融通のきくやり方は双方向無線接続を
設けることによるものであり、これは、いくつかの既知の無線プロトコル、例えば、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈやＺｉｇＢｅｅといった短距離無線プロトコルなどを使用して行うことが
できる。しかし、ＷＬＡＮといった他の技法も可能である。
【００３１】
　図１に、車両１０の形の第１の機器が、充電ケーブル１４の形の機器インターコネクタ
１４を介して、充電ポスト１２の形の第２の機器に一時的に接続される１つのそのような
状況を概略的に示す。これらの機器１０、１２はどちらも無線通信機能を装備しており、
このことは、各機器がそれぞれアンテナ１６、１８を備えていることにより明らかである
。またこれらのアンテナは、双方向無線通信Ｗを提供するものとしても示されている。
【００３２】
　しかし、各機器は、通常、無線によって相互に確認し合うものではないという点で問題
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が生じる。各機器は、無線によってどのように相互に交信し合うべきか知らない。各機器
は、無線カバレージエリアのサイズ、およびどの無線識別子が、通信を求める相手のエン
ティティに属するか知らない。無線接続のセットアップは、さらに、高度の使い易さも併
せ持つべきである。ユーザまたは運転者が必要な情報を提供すべきではない。必要な情報
は、機器が相互接続される際に自動的に提供されるべきである。これは、特に多くの充電
ポストと車両とが同じ場所において配備される場合には、容易ではない。その場合には、
どの２台の機器が、接続と、機器間で伝送される量とに関して相互にやりとりすべきか正
確に判定することはきわめて難しい。
【００３３】
　本発明は、この問題を解決することを対象とする。
【００３４】
　この問題がどのようにして解決され得るかは図２を見れば理解することができ、図２に
は、配電網の電力線ＰＬに接続された何台かの充電ポスト１２、４０、４２を含む充電ス
タンドのブロック図が示されている。充電ポストのうちの１台１２がこの図では図１の充
電ポストである。この図には、図１の車両１０およびケーブル１４も示されている。各充
電ポスト１２、４０、４２は、この場合、同様に構成することができ、１台だけ、すなわ
ち車両１０が接続されている充電ポスト１２だけが詳細に示されている。
【００３５】
　図の車両１０は、ケーブル１４の第１の端部１９を受けるための第１のインターコネク
タ嵌合部２３を含む。第１のインターコネクタ嵌合部２３は、有利には、ソケットとする
ことができ、第１の端部は、ソケットに挿入され得るプラグとすることができる。充電さ
れるために、車両はソケットに電気的に接続される電池２４を含む。
【００３６】
　同様に充電ポスト１２も、やはりプラグの形のケーブル１４の第２の端部２１を挿入す
るための、やはりソケットの形の第２のインターコネクタ嵌合部３１を装備している。
【００３７】
　ここで、プラグおよびソケットの使用は、単に、使用され得る機器インターコネクタ端
部およびインターコネクタ嵌合部の一例にすぎないことを理解すべきである。
【００３８】
　このようにして、車両電池２４を、充電ポスト１２に設けられた電力変換装置３８を介
して電力線ＰＬから受け取られる電力で充電することが可能である。代替として、変換装
置を車両に設けることも可能である。
【００３９】
　以上で述べたことは従来から行われており、新しいものではない。
【００４０】
　しかし、本発明の原理による専用双方向無線接続をセットアップするために、図２には
いくつかの別の装置が含まれている。
【００４１】
　第一に、ケーブル１４の第１の端部は第１の識別データセットを備え、第１のセットは
第１の無線通信識別子を含み、第１の無線通信識別子はケーブルと関連付けられている。
よって第１の無線通信識別子は、ケーブルを識別する識別子とすることができる。この無
線通信識別子は、最も単純な形としては、一連の整数といった一連の文字として提供する
ことができる。車両１０は、この識別データセットを読み取ることができなければならず
、したがって、このデータセットは第１の情報担体２０に記憶される。この情報担体は、
無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグといった近距離無線通信の形で提供され得る。またこの
情報担体は、バーコードによるなど別のやり方で提供されてもよい。
【００４２】
　また車両１０は、このために、対応する第１の読取装置２６、すなわち、情報担体に記
憶されたデータを読み取るように構成された、または読み取ることのできる、ＲＦＩＤな
どの近距離無線通信の場合にはＲＦＩＤリーダの形のリーダも備える。また第１の読取装
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置２６は、当然ながら、バーコードリーダ、または情報担体を実施するのに使用される技
術に基づく他の適切なリーダとすることもできたはずである。第１の読取装置２６は第１
のインターコネクタ嵌合部のところに位置し、この例でもやはりこの第１のインターコネ
クタ嵌合部内に位置する。
【００４３】
　同様に、ケーブル１４の第２の端部も第２の識別データセットを備え、第２のセットは
第２の無線通信識別子を含み、第２の無線通信識別子もやはりケーブルと関連付けられた
無線通信識別子である。したがって、第２の無線通信識別子もやはりケーブルを識別し得
る。またこの第２の無線通信識別子もやはり、一連の整数といった一連の文字として提供
することができる。充電ポスト１２はこの識別データセットを読み取ることができなけれ
ばならず、したがって、充電ポスト１２も、第２の無線通信識別子を読み取ることができ
る第２の読取装置３２を備える。この場合もやはり、読取装置は、使用される情報担体の
種類と関連付けられた種類のものであり、この例では、ＲＦＩＤリーダである。また第２
の読取装置も第２のインターコネクタ嵌合部のところに位置し、この例でもやはりこの第
２のインターコネクタ嵌合部内に位置する。
【００４４】
　無線接続をセットアップすることができるように、車両１０の第１の読取装置２６は、
第１の制御装置３０に電気的に接続されている。第１の制御装置３０は、さらに、電池２
４と、第１のインターコネクタ嵌合部２３と、第１の無線通信装置とに電気的に接続され
ており、第１の無線通信装置は、この実施形態では、ＺｉｇＢｅｅ通信装置である。第１
の制御装置３０は、この場合、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置やＷＬＡＮ装置のような別の種類
の通信装置といった別の種類の通信装置とすることもできる。無線通信装置２８は、さら
に、アンテナ１６に電気的に接続されている。インターコネクタ嵌合部２３は、この場合
、機器インターコネクタの嵌合、すなわち、ソケットにおけるプラグの挿入を検出するた
めの検出器（不図示）を備えていてよい。その場合には、第１の制御装置３０に接続され
るのはインターコネクタ嵌合部のこの検出器である。
【００４５】
　同様に、充電ポスト１２の第２の読取装置３２は、第２の制御装置３６に電気的に接続
されている。第２の制御装置３６は、さらに、電力変換装置３８と、第２のインターコネ
クタ嵌合部３１と、第２の無線通信装置３４とに電気的に接続されており、第２の無線通
信装置３４は、この実施形態では、やはりＺｉｇＢｅｅ通信装置であるが、当然ながら別
の種類のものとすることもできる。無線通信装置３４は、最後に、アンテナ１８に電気的
に接続されている。また第２のインターコネクタ嵌合部３６も、この場合、機器インター
コネクタの嵌合、すなわち、ソケットにおけるプラグの挿入を検出するための検出器（不
図示）を備えていてよい。その場合には、第２の制御装置３６に接続されるのはこの検出
器である。
【００４６】
　図３に、ケーブル１４上の第１の情報担体２０と、この例では第１の無線通信識別子Ｉ
１のみを含むその内容とを概略的に示し、図４に、ケーブル１４上の第２の情報担体２２
と、この例では第２の無線通信識別子Ｉ２のみを含むその内容とを示す。以上ではシステ
ムを説明したので、次に本発明の機能を、車両において行われるいくつかの方法ステップ
のフローチャートを概略的に示す図５と、充電ポストにおいて行われるいくつかの方法ス
テップのフローチャートを概略的に示す図６も参照してより詳細に説明する。
【００４７】
　上記の説明から明らかなように、機器インターコネクタは、ここではケーブル１４の形
であり、重要な役割を果たす。このケーブル１４は両端部が固定されていない。これが意
味するのは、適切なインターコネクタ嵌合部またはソケットを有する任意の機器に各端部
を接続し、または連結することができるということである。よって各端部は、インターコ
ネクタ嵌合部に連結されるように適合されている。したがって、ポストに固定して連結さ
れたものを使用してエネルギーが車両に供給される大部分のシステムとは異なる。ここで
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使用されるケーブルは、一般的には、車両のユーザが所有するケーブルとすることもでき
る。これが意味するのは、ケーブルは、車両のユーザが車両に搭載して持ち運び、様々な
充電スタンドにおいて車両電池の充電に使用する充電設備とし得るということである。前
述のように、このケーブルは、２つの無線通信識別子、すなわち第１および第２の無線通
信識別子を備えている。ここで説明する実施形態では、これらの識別子は同じもの、すな
わち同一である。よって、ケーブルの両端に同じ識別子が表示されている。しかし、これ
らの識別子は同じでなくてもよいことを理解すべきである。本発明のある変形では、これ
らの識別子は同一ではない。しかし、識別子は相互に関連し、または対応するべきであり
、これは、識別子の一方が他方によって推定することが可能であるべきことを意味する。
識別子は、例えば、逆順の文字を有していてもよく、合わさって１対の暗号鍵を形成して
もよい。しかし、どちらの識別子も、他のどのケーブルもそれらの識別子のいずれをも備
えることができないという意味で一意でなければならない。
【００４８】
　ユーザが車両１０の電池２４を充電しようとする際には、ユーザは、ケーブル１４の第
１の端部１９を第１のソケット２３に、ケーブル１４の第２の端部２１を第２のソケット
３１に挿入する。識別データセットを含む情報担体は、ここで、機器インターコネクタが
機器に連結される、すなわち、インターコネクタ嵌合部に連結されるときに、その内容が
対応する読取装置によって読み取られ得るような機器インターコネクタ上の位置を有し得
る。これは、ケーブルプラグがソケットに挿入される際に、情報担体が対向し、または位
置合わせされるソケットの側壁の位置に読取装置を配置することによって行うことができ
る。よってこの配置は、ケーブルの両側で、すなわち、車両１０内と充電ポスト１２内の
両方において生じることになる。
【００４９】
　これがなされる際に、第１のソケット２３内の検出器は、第１の制御装置３０へ、機器
インターコネクタ１４が連結されていることを指示する信号を送る。このようにして、第
１の制御装置３０は、ステップ４３で、第１のインターコネクタ嵌合部２３への機器イン
ターコネクタ１４の第１の端部１９の物理的連結、すなわち、第１のソケット２３におけ
るケーブルの第１のプラグの挿入を検出する。これがなされた後、次いで第１の制御装置
３０は、第１の読取装置２６に、第１の情報担体２０の内容を読み取るよう命令する。次
いで車両１０の第１の読取装置２６は、ステップ４４で、連結されたコネクタの第１の識
別データセットの少なくとも第１の無線通信識別子Ｉ１を読み取り、または検出し、この
無線通信識別子Ｉ１を第１の制御装置３０へ送る。
【００５０】
　同様に、第２のソケット３１内の検出器は第２の制御装置３６へ信号を送り、第２の制
御装置３６は、ステップ５７で、同様に、第２のインターコネクタ嵌合部３１への機器イ
ンターコネクタ１４の第２の端部２１の物理的連結、すなわち、第２のソケット３１内へ
のケーブルの第２のプラグの挿入を検出する。これがなされた後、次いで第２の制御装置
３６は、第２の読取装置３２に、第２の情報担体２２の内容を読み取るよう命令し、読取
装置３２は続いて、ステップ５８で、連結されたコネクタの第２の識別データセットの少
なくとも第２の無線通信識別子Ｉ２を読み取り、または検出し、この無線通信識別子Ｉ２
を制御装置３６へ送る。
【００５１】
　第１の通信識別子Ｉ１を受け取った後、次いで第１の制御装置３０は、ステップ４６で
、第１の無線通信識別子Ｉ１を使用して充電ポスト１２との専用無線接続Ｗをセットアッ
プするよう第１の無線通信装置２８を制御し、第２の制御装置３６は、第２の無線通信識
別子Ｉ２を受け取った後、ステップ６０で、第２の無線通信識別子を使用して専用無線接
続Ｗをセットアップするよう第２の無線通信装置３４を制御する。よって、第１の無線通
信識別子Ｉ１と第２の無線通信識別子Ｉ２の両方を使用した１つの双方向無線接続セット
アップが行われる。よって、各無線通信装置は、相互に連動して無線接続をセットアップ
する。
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【００５２】
　無線通信識別子は、この場合、いくつかのやり方で使用することができる。接続は、例
えば、機器の一方が、近隣の機器に無線通信識別子について問い合わせ、近隣の機器から
応答を受け取り、その機器自体の無線通信識別子に対応する無線通信識別子で応答する機
器を選択することによってセットアップすることができる。また接続は、各機器が相互に
各機器の無線通信識別子を告知し合い、次いで、同じ識別子を共有し、または対応する識
別子を有する２台の機器が接続をセットアップすることによって行うこともできるはずで
ある。接続は、さらに、機器の一方から無線通信識別子の一方で暗号化されたメッセージ
をブロードキャストすることによってセットアップすることもできるはずであり、その場
合には、メッセージを解読することができる唯一の相手側の機器は、他方の無線通信識別
子を有する機器であり、よって、通信が行われるべき相手の機器である。
【００５３】
　専用双方向無線接続Ｗがセットアップされると、専用双方向無線接続Ｗ上でデータを送
信することが可能になる。よって各機器は、無線接続Ｗ上で相互にデータを交換すること
ができる。この場合、電圧、電流、および／または電力定格を指定するデータを伝送する
ことが可能である。さらに、ポストおよび車両の電圧、ならびにポストおよび車両の電流
制限値を特定するデータを伝送することも可能である。また、停止コマンドおよび開始コ
マンドを送信することも可能である。しかし一般には、専用無線接続上で交換されるデー
タに基づいて行われる充電を制御することが可能である。
【００５４】
　一例として、車両１０の第１の制御装置３０は、ステップ４８で、電池２４が有する充
電の程度のような電池２４の状況を検出し、次いでステップ５０で、接続Ｗを介して第２
の制御装置３６へ電池状況データを送る。次いで第１の制御装置３０は、ステップ５２で
、このデータに基づいて充電ポスト１２からエネルギーを受け取る。その後、制御装置３
０は、ステップ５４で、電池が満充電されているかどうか検査し、満充電されている場合
には、ステップ５５で、トランザクションデータが充電ポストと交換され、または充電ポ
ストへ送られ、続いてステップ５６で、無線接続が終了し、一方、電池が満充電されてい
ない場合には、電池状況が再度検査され、電池は、電池状況データに基づいて引き続き充
電される。交換されるトランザクションデータは、充電ポストから車両への伝送されるエ
ネルギーの量および価格に関する通知、ならびに車両から充電ポストへの支払い方法に関
する通知を含み得る。
【００５５】
　よって、充電ポスト１２の第２の制御装置３６は、ステップ６２で、電池状況データを
受け取り、次いでこのデータに基づいて伝送されるべき電力の量を決定する。この決定に
おいては、この場合、電池の状況を考慮に入れることが可能である。しかし、他の車両が
近隣の充電ポストに接続されているかどうかやそのような電池の電池状況といった他の要
因を考慮に入れることも可能である。また、例えば、電力線ＰＬが属する配電網がどれほ
どのエネルギーを供給することができるかのような他の要因を考慮することも可能である
。これらすべてのデータに基づき、次いで第２の制御装置３６は、ステップ６４で、電池
状況データと、前述の可能な他のデータとに基づき、ケーブル１４を介して車両１０へエ
ネルギーを伝送するように無線通信装置３８を制御する。
【００５６】
　ここで第２の制御装置３６は、ステップ６６で、やはり電池が満充電されているかどう
かの調査を行い、または車両から電池が満充電されているという情報を受け取り、ステッ
プ６８で、やはり充電を続行し、またはトランザクションデータの伝達もしくは交換を行
い、次いでステップ７０で、判断に基づいて無線接続を終了する。
【００５７】
　このようにして、車両と充電ポストとの間で、充電ポストから車両への電力の伝送と連
動して多くのデータを伝送することが可能である。これはさらに、非常に使い勝手のよい
やり方で行われる。ユーザはただ２台の機器にケーブルを接続しさえすればよい。ここで
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は当然ながらユーザに充電過程を知らせることも可能であり、この通知は、車両または充
電ポストのディスプレイ上で行われ得る。さらにこの接続は安全かつ柔軟である。
【００５８】
　以上は、無線接続がどのようにして使用され得るかの一例にすぎない。他にも無数のや
り方がある。
【００５９】
　無線接続の終了を例に取る。上記の例では、無線接続の終了は、電池が満充電されるこ
とに基づくものであった。これの代替方法は、無線接続の終了を、ケーブルが切断されて
いることに依拠させるものである。さらに、上記の例では、充電制御は充電ポストによっ
て行われた。この制御を代わりに車両において行うことも可能である。また、制御を部分
へと分割し、あるエンティティが通常の充電制御を行い、別のエンティティが、配電網の
状況に基づいて制御を行うことも可能である。第１の部分は車両または第１の充電ポスト
のどちらかで行われ、第２の部分は、充電ポストにおいて、またはある上位レベルの制御
装置において行われ得る。この上位装置は、さらに、配電システムまたは充電ポストスタ
ンドと関連付けられていてもよい。
【００６０】
　また充電制御は、電流制限の適用を伴う、すなわち、電力線から取り込むことのできる
所与の最大電流を課すこともできる。充電に関連した別の可能な機能は、所与の時間枠の
間の充電を阻止することである。よって充電は、設定された時間間隔において禁止され、
他の時間間隔において許可されてもよい。
【００６１】
　この場合、無線接続を介して他の種類のデータも伝送され得ることを理解すべきである
。車両が商用車両である場合には、例えば、運行計画、通行記録データ、出荷指令および
他の種類の商用車両データを、接続を介して伝送することが可能である。
【００６２】
　さらに、様々な識別データセットが、上記の無線通信識別子を含み、それに加えて暗号
鍵も含むことも可能である。このようにして、無線通信識別子を、通信すべき機器を識別
するために使用することができ、暗号鍵は、セキュリティを高めるために無線接続上のデ
ータを暗号化するのに使用される。また、データセットが、ケーブルの種類および定格電
流、製造者、製造日などといった、機器インターコネクタに関連した追加情報を含んでい
てよい。無線通信識別子は、さらに、機器と一時的に関連付けられる無線アドレスまたは
ネットワークアドレスとすることもできる。
【００６３】
　車両への接続は直流接続または交流接続とすることができる。接続の種類に応じて、車
両および充電ポストにおいて異なる種類の変換器が必要とされる。
【００６４】
　また、本発明は車両電池の充電だけに限定されるものではないことも理解すべきである
。本発明を、例えば、建築現場や産業環境などにおいて、例えば、配電箱に接続された電
動式設備などに関連した他の電気エネルギー供給状況において使用することも可能である
。そのような設備は、例えば、空気中で検出される湿気の量に基づいてそこにエネルギー
が供給されるファンなどとすることもできる。ファンのエネルギーは、その場合、湿度に
基づいて制御することができるはずである。設備に関するモニタリングおよび制御データ
は、このようにして、無線接続上で伝送することができる。
【００６５】
　また本発明は、タンクにガソリン、オイルまたは気体またはペレットを充填するなど、
タンクに液体または固体エンティティを充填することに関連して適用することもできる。
【００６６】
　その場合、充填は、タンク内のレベル／圧力に基づいて制御することができる。これら
すべての事例において、ケーブル上の無線通信識別子が無線接続をセットアップするのに
使用される。
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　よって機器インターコネクタは、機器の一方から他方へ、油、ガソリンといった液体ま
たは気体のようなある量または流束の物理エンティティを移送するためのケーブルとする
ことができる。よってこの流束は、エネルギーの流束または流体もしくはガスの流束とす
ることができる。その場合、無線接続上で交換されるデータは、当該の量または流束の移
送を制御するのに使用することができる。
【００６８】
　よって本発明には、すでに言及した利点以外にもいくつかの利点がある。本発明は、た
とえ無線通信装置によってカバーされる範囲内に多くの類似の機器がある場合でさえも、
どのようにして確実に正しい２台の機器が無線で接続されるようにすべきかの問題を解決
する。また本発明はユーザにとって使い易くもある。無線接続は、機器インターコネクタ
が２台の機器に連結される際に自動的にセットアップされる。これは、電気自動車の充電
のような日常の使用のための用途においては特に重要である。また本発明は、電力線とデ
ータ線の混合が生じず、電力線通信ための電子的ハードウェアの追加も生じないため、安
全性も向上させる。本発明は、情報担体および読取装置を大量低コスト生産の標準的な構
成部品とすることができるため、低コストで提供することができる。本発明はさらにロバ
ストである。これは、情報担体および読取装置を、プラグおよびソケットのプラスチック
ハウジング内部に隠すことができることによるものである。また本発明は多様でもある。
というのは、本発明の原理は、これまで必要とされてきた能力および余分な作業が理由で
今日データ通信が使用されていない多くの用途において使用することができるからである
。
【００６９】
　制御装置はそれぞれ、プロセッサ上で実行されるときに所望の制御機能を果たすコンピ
ュータ・プログラム・コードを含むプログラムメモリを伴うプロセッサの形で実現され得
る。通信装置は、有利には、使用される通信プロトコルを実施する集積回路によって提供
され得る。コネクタの感知は、電圧感知手段およびＡ／Ｄ変換器を伴い得る。
【００７０】
　以上の考察から、本発明は多様に変化させることができることが明らかである。例えば
、機器インターコネクタの連結を検出する別個の検出装置を必要としないことを理解すべ
きである。読取装置が、そのような検出機能と読取り機能を併せ持っていてもよい。よっ
て読取装置は、識別データセットが読み取ることができる場合に、機器インターコネクタ
が連結されていると判定し得る。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲によって
のみ限定されるべきであることが理解される。
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